
 

 

国土交通省近畿地方整備局 
福知山河川国道事務所 

 

配布日時 
平成３１年１月２８日 

１８時００分 
資 料 配 布 

 

 

件 名 
国道９号法面崩壊による通行規制について（第１報）

～通行止めのお知らせ～ 

概 要 

 

国道９号の下記区間において、法面崩壊により、安全な交通確保が困難と

なった為、１月２８日（月）１５時５１分から、通行止めを実施しています。 

ご理解とご協力をお願いします。 

 
◆通行規制 

○国道９号 

区間：福知山市猪野々（いのの） 

規制開始：平成３１年１月２８日（月）  １５：５１～ 

 

○解除予定 

  通行止め解除の時期については、現時点では見込みがたって 

おりません。 

○解除の見込みが立ちましたら、お知らせします。 

 

 

 

取り扱い  

配布場所 
京都府政記者室、福知山市政記者クラブ、舞鶴市記者会、 
綾部新聞記者クラブ 

問い合わせ先 

国土交通省 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 

副所長      大坪
おおつぼ

 裕
ゆたか

 

道路管理課長   井上
いのうえ

 成彦
なるひこ

  電話 ０７７３-２２-５１０４（代）

 

 

国土交通省近畿地方整備局 
Kinki Regional Development Bureau  

  Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 



国道9号 通行止め 位置図 

福知山IC 

京都府福知山市猪野々（いのの） 
法面崩壊 

至 京都 

至 鳥取 


